
 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国では地方自治体に対する緊急経済対策として「新型コロナウイル

ス感染対応地方創生臨時交付金事業」が創設され、1 兆円規模の予算が組み込まれました。そのうち、高山村

には4,365 万4 千円が交付されることになりました。 

村では独自の対策に加え、この交付金を有効に活用するための取組について 6 月補正予算に計上し、高山

村議会にて承認されました。 

今般の村の取組が、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられた方々への一助となりましたら

幸いに存じます。 

高山村長 後藤 幸三   

 

 

高山村民応援事業（村単独事業） 

･･･ 村民の方に、一人あたり1 万円を支給します。 

【対 象 者】令和2 年6 月12 日現在において村の住民基本台帳に記載されている方 

【手 続 き】・国の特別定額給付金（10 万円）の申請書を提出されている方 

→ 手続きは不要です。準備が整い次第、申請口座へ支給額の振込を開始します。 

まだ国の特別定額給付金の申請手続きがお済みでない方は、お早めに申請書の提

出をお願いします。 

・上記以外の方 

→ 別途申請書を郵送いたしますので申請書の提出をお願いします。 

【申請期限】令和2 年8 月11 日まで 

◎お問い合わせ先 総務課 ℡ 0279-63-2111（内12） 

 

 

子育て世代応援事業（交付金活用事業） 

･･･ 18 歳以下の子を扶養する保護者の方に、子ども一人あたり1 万円を支給します。 

【対 象 者】① 平成14 年4 月2 日から平成17 年4 月1 日までに出生し、令和2 年6 月12 日現在に

おいて村の住民基本台帳に記載されている子を養育する保護者（高校生等） 

② 平成17 年4 月2 日から令和2 年6 月 12 日までに出生し、令和2 年6 月12 日現在に

おいて児童手当法で規定する支給要件児童または令和2年度高山村子育て世帯への臨

時特別給付金（以下「臨時給付金」という。）要綱で規定する対象児童を養育する高山

村児童手当または臨時給付金の支給対象者（中学生以下） 

【手 続 き】・高校生等就学費補助金、高山村児童手当または臨時給付金の申請書を提出されている方 

→ 手続きは不要です。準備が整い次第、登録口座へ支給額の振込を開始します。 

・上記以外の方 

→ 別途申請書を郵送または電話等でご連絡いたしますので申請書の提出をお願いし

ます。 

【申請期限】令和2 年9 月30 日まで 

◎お問い合わせ先 教育委員会事務局（高校生等） ℡ 0279-63-3046 

保健みらい課（中学生以下）  ℡ 0279-63-1311 

取組 １ 高山村民の皆さんへの経済的支援を行います       事業費 3,717 .1万円 

取組 2 子育て世代の方への経済的支援を行います         事業費 493 .4万円 

～ 新型コロナウイルス感染症対策 村の取組内容 ～ 



 

 

事業持続化給付金事業（交付金活用事業） 

･･･ 村内の企業や個人事業主の方に、最大で130 万円を支給します。 

【対 象 者】・村内に本社または営業所等を有する法人または個人事業主（令和元年 12 月以前に開業

していること） 

・1 ヵ月（令和 2 年 2 月～５月までの任意の月）の売上高が、前年同月比で 30％以上減

少 

【支 給 額】① 給付金型 ･･･ 売上高の減少に応じて上限100 万円を支給 

※国の持続化給付金の給付対象者は対象外 

② 応援金型 ･･･ 一律30 万円を支給 

【手 続 き】①・②ともに所定の申請書の提出をお願いします。 

※申請書は高山村役場 地域振興課及び商工会に置いてあります。 

【申請期限】令和2 年7 月31 日まで 

◎お問い合わせ先 地域振興課 ℡ 0279-63-2111（内23） 

 

 

GIGA スクール構想（交付金活用事業） 

･･･ 児童生徒一人1 台のパソコン等を導入し、小・中学校の学習環境の充実を図り将来の社会に対応で

きる児童生徒の育成を積極的に行います。 

学習環境整備事業（交付金活用事業） 

･･･ 学校休業の影響により夏休みを短縮した授業実施に対応するため、小学校（教室 1 室、プレイルー

ム）にエアコンを整備し、児童生徒へのより良い学習環境づくりを行います。 

 

 

防災活動支援事業（交付金活用事業） 

･･･ 有事の際に安心して避難施設の利用ができるよう、3 密回避のためのテント型パーテーションを配

備し、感染リスクの軽減を図ります。 

感染防止対策事業（交付金活用事業） 

･･･ 安心して施設の利用ができるよう、役場庁舎、教育・文教施設、観光施設などに消毒液・マスクの

配備、飛散防止対策を行い、感染リスクの軽減を図ります。 

 

《各取組の財源》 

取組1   村単独事業 3,717.1 万円 

取組2～5 新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金事業 4,365.4 万円 

取組 3 村内の企業・個人事業主の事業持続を支援します      事業費 2,100 万円 

取組 4 小・中学校の学習環境整備を行います          事業費 1,633 .5万円 

取組 5 公共施設の感染防止対策を行います            事業費 207 .6万円 


